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仕様書６－（３）について
投票所間の移動ルート及び投票所への進入経路につい
て、事前に教えてほしい。

　投票所間の移動ルートについては受注者側でご検討くだ
さい。詳細は検討内容を勘案し、契約締結後、打合せ等に
より決定します。
　なお、投票所への進入経路については別紙のとおりで
す。スロープは備えており台車等の利用は可能です。
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